
 

 

 

 

 

 

 

 
 

秋の夜長、虫の音が心地よい季節となりましたが、 

みなさんはお変わりございませんか。 

 さて、9月 1日の「防災の日」を含む 1週間は 

防災週間と定められています。 

 近頃、猛暑や集中豪雨等の異常気象により想像を超える災害 

が各地で発生しています。過去の大震災において、多くの女性が 

困難を抱えた実態から、意思決定の場に女性が参画し、男女共同 

参画の視点を取り入れた防災体制を確立することが必要です。 

市においては、様々な職種の女性職員による「女性の視点による防災対策検討委員会」を設置し、提

言書をまとめるとともに、地域の避難所運営訓練に参加し、女性の視点の必要性を伝えることなどに

取り組んでいます。 

 「備えあれば憂いなし」で、日頃から、家族、地域、職場などで話し合いや準備をしていただくと

ともに、地域の避難訓練等に積極的に参加していただくようお願いします。 

ＮＰＯれいんぼう伊勢主催のイベント情報 

お申込み・お問合せ先：市民交流課 男女共同参画係 TEL21-5513 
 
○ ～あなたらしく！ 私らしく！～ まるっと一日れいんぼうフェスタ 

日 時：9月 30日（土）10：00～15：30 ※開場は 9：30 

場 所：ハートプラザみその 多目的ホール・ホワイエ 

内 容：「男女が共に性別にかかわらず自分らしく生きるヒント」を見つけてもらおうと、 

      一日楽しんでもらえるイベントを開催します。 

① 10：00～12：00 

・ドキュメンタリー映画「みんなの学校」上映会 

    定員：300人（先着順） 

    料金：300円（市民交流課で入場券を販売しています） 

② 13：00～15：30                   ©関西テレビ放送 

   ・男女共同参画推進事業者などの表彰式 

   ・宇梶 剛士 講演会「転んだら、どう起きる？」 

    定員：350人（先着順） 

③ 10：00～15：30 

   ・地域で活躍する女性たちの「一坪ショップ」 

    手作りのアクセサリー、小物作品の展示・販売・体験 

   ・NPO男女共同参画れいんぼう伊勢 活動パネル展示 

   ・フードドライブ開設 

    ※生活困窮者のために、家庭で食べきれない食品（米、缶詰など）をお持ち下さい。 

 

○ 伊勢まつりブース出展 

  今年も伊勢まつりの 1日目の 10月 7日（土）『 れいんぼう伊勢 』のブースを出展し、 

  男女共同参画を PRします。  ぜひ、まつり会場へ来場してください !! 
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フレンテみえのイベント情報 【フレンテみえ 059-233-1130】  

 

○ 知って得する男の更年期 ～30代から考えるからだメンテナンス～ 

日  時：10月 14日（土）13：30～15：30             

場  所：三重県文化会館 2階 第 2ギャラリー  

 

○ 誰もが安心できる避難所のために 

日  時：10月 21日（土）13：30～16：30         

場  所：尾鷲市中央公民館 3階 講堂 

 

○ 独身のための座談会的カフェ 

日  時：10月 28日（土）15：00～16：30             

場  所：三重県総合文化センター「フレンテみえ」  

 

○ 減災・復興と男女共同参画 ～地域・企業・行政がいまできること～ 

日  時：11月 11日（土）10：00～15：30             

場  所：三重県総合文化センター「フレンテみえ」  

 

○ さかした日出美 一人芝居 電話の女 女性に対する暴力防止セミナー 

日  時：11月 19日（日）14：00～             

場  所：三重県文化会館 レセプションルーム  

 

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 

〒516-8501 伊勢市御薗町長屋 1221 番地  

伊勢市環境生活部市民交流課 男女共同参画係 

電話：0596-21-5513 FA X：0596-21-5642  

Ｅmail kouryu@city.ise.mie.jp 

 

※ イベント情報はお知り合いの方にも教えてあげてください。 

※ 男女共同参画に関する市の取り組みやこの情報紙に対する

ご意見などお寄せください。 

11月 12日～25 日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です。 
 

女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があると言われています。 

特に、夫や、パートナーからの暴力、性犯罪、買売春、セクシュアル・ハラスメント

ストーカー行為等は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を

形成していくうえで克服すべき重要な課題です。 

周りに悩んでいる方が見えたら、専門の機関に相談することを進めてください。 

●女性の悩み事相談窓口 

・伊勢市こども家庭相談センター・・TEL 21-5709 

・三重県女性相談所・・TEL 059-231-5600 

・女性の人権ホットライン・・TEL 0570-070-810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


